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令和５年度第３３回東松島市農業委員会総会議事録 

 

日 時： 令和６年２月２６日 (月) 午後３時 

 

場 所： 東松島市役所鳴瀬庁舎 ３階 講義研修室 

 

招集者： 東松島市農業委員会 会長 佐 藤 栄 宏 

 

 

議 事： 開 会 

 

     挨 拶 

 

     日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

     日程第２ 会期の決定について 

 

     日程第３ 報告事項１ 賃貸借等の合意解約について 

 

     日程第４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

     日程第５ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

 

     日程第６ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

 

     日程第７ 議案第４号 令和６年度農作業標準料金について 

 

     閉 会 
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 出席委員（１４名） 

席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名 

１番 ― ２番 鈴 木 仁 逸 ３番 佐 藤   祥 

４番 熊 谷   奨 ５番 阿 部 喜 生 ６番 秋 本 まゆみ 

７番 小 山   子 ８番 大 山 道 保 ９番 浅 野 喜代志 

１０番 安 部 俊 郎 １１番 本 田 幸 男 １２番 ― 

１３番 大 崎   康 １４番 川 村 勝 雄 １５番 安 倍 民 夫 

１６番 佐 藤 栄 宏  

 

 遅参委員 なし 

 

 欠席委員（２名） 

席次 委員氏名 席次 委員氏名 席次 委員氏名 

１番 門 馬 宏 之 １２番 小 岩 敏 幸   

 

 出席事務局職員 

  事務局長         石 森 久 浩 

  事務局長補佐兼農地係長  安 倍 浩 司 
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【 開 会 】 

○事務局長  ： ただいまより、第３３回東松島市農業委員会総会を開催いたします。 
         初めに、会長よりご挨拶を申し上げます。 
 
○佐藤栄宏会長： － 会長挨拶 － 
         － 会長の動向報告 － 
 
○事務局長  ： 議事の進行につきましては、東松島市農業委員会会議規則第５条第１項の規定に基づ

き、会長が議長となり進めていただきます。 
         それでは会長、よろしくお願いいたします。 
 
【 議 事 】 

○議長（佐藤栄宏会長）： それでは、議事に入ります。 

  本日は、１番門馬宏之委員、１２番小岩敏幸委員から欠席届が出されております。ただいまの出席委

員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより第３３回東松島市農業委員会総会を開

会いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであり、議事日程に従い、議事を進めてまいります。 

 

  日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員には東松島市農業委員会会議規則第２

８条第３項の規定に基づき、５番阿部喜生委員、６番秋本まゆみ委員のお二人を指名したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、お二人を指名いたします。 

  日程第２、会期の決定について、お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日限りといたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、会期は本日１日限りといたします。 

  日程第３、報告事項１ 賃貸借等の合意解約について、事務局から説明願います。 

 

○事務局長： 議案の１ページをご覧ください。合意解約の通知がありましたので、ご報告いたします。 

  その１、大曲字堰北１８１、３，３３９㎡、解約届出日は令和６年１月１２日、耕作者の変更のため

賃貸借契約の解約でございます。 

  その２、小松字中浮足６８―３、１３２．８８㎡ 外 計２筆で１９９．３８㎡、解約届出日は令和

６年１月２２日、公共買収のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その３、川下字北２９―１、１，３０１のうち１９２．５２㎡ 外 計２筆で４，３６０㎡のうち２

６４．６９㎡、解約届出日は令和６年１月２３日、公共買収のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その４、川下字北２６、３，０７４のうち２５．２７㎡、解約届出日は令和６年１月２３日、公共買収

のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その５、野蒜字山岸１１４―２、４４．４３㎡、解約届出日は令和６年１月２６日、公共買収のため

使用貸借契約の解約でございます。 
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  その６、赤井字関の内一号３９―３、２２４．７７㎡、解約届出日は令和６年１月２９日、公共買収

のため使用貸借契約の解約でございます。 

  その７、浜市字新西浮足１２７―１、６７２㎡ 外 計３筆で３，１１８㎡、解約届出日は令和６年

２月１３日、売買のため賃貸借契約の解約でございます。 

  その８、大塚字長浜４４４―７、４１９㎡、解約届出日は令和６年２月１３日、売買のため賃貸借契

約の解約でございます。 

  その９、大塚字長浜４５２―２、１，０００㎡、解約届出日は令和６年２月１３日、売買のため賃貸

借契約の解約でございます。 

その１０、大塚字長浜４４４―４、３８６㎡、解約届出日は令和６年２月１３日、売買のため賃貸借

契約の解約でございます。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただいまの報告について、ご質問ございませんか。  

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 日程第４、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務

局から説明願います。 

 

○事務局長： 議案の３ページをご覧ください。 

  その１、赤井字七反谷地１０３―１、２８４㎡ 外 計６筆で３，６２６㎡、贈与のため所有権移転

となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員は私ですので事務局より聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２１日。権利の種類は所有権移転。出し手の理由は贈与、受け手の理由

は、受贈。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の内容は、水稲と

露地野菜の複合経営です。通作距離については約１ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業上

の利用に影響はない。申請地の状況は、田畑として利用。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その１を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その１を許可することに決定します。 

  次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その２、大塩字鳥の巣３１、２，３８４㎡ 外 計７筆で５，５１９㎡、１０年間の使用貸

借権設定となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１３番 大崎康委員の聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○大崎康委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２５日。権利の種類は、使用貸借権設定。出し手の理由は、労力不足。受

け手の理由は規模拡大。農地の効率的な利用、農機具の保有状況、労働力はいずれも適当。農業経営の

内容は、水稲と施設野菜の複合経営となります。通作距離は約０．５ｋｍ。権利取得することによる周

辺の農地の農業上の利用に影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総合意見と

しては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その２を許可することに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その２を許可することに決定します。 

  次に、その３とその４は関連がありますので、一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その３、浜市字新西浮足１２７―１、６７２㎡ 外 計５筆で４，５３７㎡、売買による

所有権移転となります。 

  その４、大塚字長浜４４４―４、３８６㎡、売買による所有権移転となります。 

 以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員７番 小山 子委員、聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○小山 子委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１９日。権利の種類は、所有権移転。出し手理由は、労力不足。受け手の

理由は、相手方要望。農地の効率的な利用は適当。農機具の保有状況、労働力は、いずれも適当。農業経

営の内容は、水稲となります。通作距離は約１から４ｋｍ。権利取得することによる周辺の農地の農業

上の利用に影響はない。申請地の状況は、田・畑として利用しております。総合意見としては許可相当

で附帯条件はなし。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。その３及びその４を許可することに、ご異

議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、その３及びその４を許可することに決定します。 

  次に、日程第５、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について、上

程いたします。その１について事務局より説明願います。 

 

○局長補佐： その１について、大塩字鳥の巣１４８、７１８㎡。転用目的は太陽光発電敷地。現在の利

用状況は休耕中。売買による所有権移転です。位置図は５ページとなります。農地区分は第２種農地と

なります。宮城県の協議では、小集団で生産性の低い農地としての許可対象となることで調整を諮って

おります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１３番 大崎康委員から聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○大崎康委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２５日。転用目的は、太陽光パネル設置のため。転用目的の実現の確実

性は適当、周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 採決いたします。本計画その１を許可相当と認めることに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を許可相当と認め、知事に進達することに決

定いたします。 

  それでは、次に、その２を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その２について、上下堤字富沢７―１、７１６㎡。転用目的は駐車場敷地。現在の利用状
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況は休耕中。贈与による所有権移転です。位置図は６ページとなります。農地区分は第１種農地となり

ます。住民の日常生活上又は業務上必要な土地ということで農地転用の命令規程農地としての許可とい

うことで宮城県との協議を諮っております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員９番 浅野喜代志委員から聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○浅野喜代志委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。転用目的は、駐車場用地。転用目的の実現の確実性は適当、周

辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 採決いたします。本計画その２を許可相当と認めることに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２を許可相当と認め、知事に進達することに決

定いたします。 

  それでは、次に、その３を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その３について、牛網字下江戸原１３０、１，１３７㎡。転用目的は太陽光発電敷地。現在

の利用状況は休耕中。売買による所有権移転です。位置図は７ページとなります。農地区分は第２種農

地となります。ＪＲ仙石線の陸前小野駅から５００ｍ以内ということで、公共施設からの距離要件で許

可になるということで宮城県との調整を諮っております。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１０番 安部俊郎委員から聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○安部俊郎委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２４日。転用目的は、太陽光発電敷地。転用目的の実現の確実性は適当、

周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はなし。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 採決いたします。本計画その３を許可相当と認めることに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その３を許可相当と認め、知事に進達することに決

定いたします。 

  それでは、次に、その４を事務局から説明願います。 

 

○局長補佐： その４について、大塩字天神堂２７―３、１，４５６㎡ 外 計２筆で１，７５３㎡。転用

目的は土取場敷地。現在の利用状況は休耕中。一時転用で３年間の使用貸借権設定となります。位置図

は８ページとなります。農地区分は第１種農地となります。期間が限定されており、業務遂行上必要不

可欠であるということで農地の復旧を前提に、許可の対象になるということで宮城県との調整を諮って

おります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員６番 秋本まゆみ委員から聴き取り調査報告をお願いします。 

 

○秋本まゆみ委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１７及び１９日。転用目的は、土砂の採取（一時転用）整地。転用目的の

実現の確実性は適当、周辺農地の営農条件への支障はない。総合意見としては許可相当で附帯条件はな

し。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 採決いたします。本計画その４を許可相当と認めることに、ご異議ございま

せんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その４を許可相当と認め、知事に進達することに決

定いたします。 

  次に、日程第６、議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について、

上程いたします。 

始めに利用権の使用貸借権設定について、その１を事務局より説明願います。 

 

○事務局長： 資料は９ページとなります。公告日は令和６年２月２９日となります。 

その１、上下堤字入沢１２４、２，４８６㎡。期間については、令和６年３月１日から令和９年２月

２８日までの３年間の使用貸借となります。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員９番 浅野喜代志委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○浅野喜代志委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は、使用貸借設定。出し手・受け手理由は、共に以前

に契約していたと思っていたが記載漏れだったことに気が付き今回申請に至った。農業で自立する意欲

と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は

約４㎞。農業経営の内容は、水稲・露地野菜・転作各種の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、賃借権設定を上程いたします。 

その１からその３は関連がありますので、一括して事務局より説明願います。 

また、１４番 川村勝雄委員に係る案件がありますので、規定によりご退席願います。 

 

○事務局長： その１、小松字稔田７０―１、７４８㎡ 外 計４筆 ３，７２９㎡。借賃は、物納で２２

４㎏、期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

  その２、矢本字三間堀１６９、１，０００㎡ 外 計４筆で３，９８５㎡。借賃は、物納で２４０㎏。

期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その３、大曲字櫓前１２４―５、２，４５７㎡。借賃は、金納で２９，４８４円。期間については、令

和６年３月１日から令和１１年３月３１日までの５年間となります。 

以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１６、２２、２３日。権利の種類は、いずれも賃借権設定。いずれも出し

手理由は、労力不足、受け手理由は、規模拡大及び相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、

適当。農地を効率的に利用することができるか、適当。労働力も適当。その１は通作距離約１．５㎞で、

農業経営の内容は、水稲と露地野菜の複合経営です。その２は通作距離約２㎞で、農業経営の内容は、

水稲、露地野菜、施設野菜、転作作物の複合経営です。その３は通作距離約１．５㎞で、農業経営の内容

は、水稲、施設野菜、転作作物の複合経営です。 
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  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１からその３を承認すること

に、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１からその３を承認することに決定します。 

  １４番 川村勝雄委員、ご入室願います。 

  ただいまの議案は、原案のとおり承認されましたことを報告いたします。 

  次に、その４を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その４、大曲字堰北１８１、３，３３９㎡。借賃は、物納で２００㎏。期間については、令

和６年３月１日から令和１６年１１月３０日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員４番 熊谷奨委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○熊谷奨委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２３日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足で、今まで

の耕作者の体調不安により耕作者変更。受け手理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はある

かは、適当。農地を効率的に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約０．２㎞。農

業経営の内容は、水稲・露地野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その４を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その４を承認することに決定します。 

次に、その５を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その５、赤井字上四番３０３、１，０１５㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間については、令
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和６年３月１日から令和１６年１月３１日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員５番 阿部喜生委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○阿部喜生委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２１日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手理

由は、相手方要望であり、以前より委託されて耕作はしていたが、新たに利用権設定をするということ

であります。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができるか、

適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲、露地野菜、施設野菜の複合経営で

す。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その５を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その５を承認することに決定します。 

次に、その６を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その６、赤井字南三２３５－１、９６３㎡。借賃は、金納で９，６３０円。期間について

は、令和６年３月１日から令和１６年１月３１日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田幸男委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○本田幸男委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、規模縮小。受け手理

由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができる

か、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲、飼料作物の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その６を承認することに、ご異議ご
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ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その６を承認することに決定します。 

次に、その７を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その７、赤井字南三３８６―１、８４５㎡ 外 計９筆で２２，２５３㎡。借賃は、金納で

２２２，０００円。期間については、令和６年３月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間と

なります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田幸男委員の聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○本田幸男委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、規模縮小。受け手理

由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができる

か、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲、施設野菜、露地花き、施設花き

の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その７を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その７を承認することに決定します。 

次に、その８を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その８、赤井字川前三２００－１、５３３㎡ 外 計５筆で４，０２８㎡。借賃は、物納で

２４０㎏。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員は私ですので、事務局より聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○事務局長： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月２１日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、労力不足。受け手理

由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができる
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か、適当。労働力も適当。通作距離は約０．５㎞。農業経営の内容は、水稲、施設野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その８を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その８を承認することに決定します。 

次に、その９を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その９、浅井字上舘８７、２，８２８㎡ 外 計４筆で１１，９３１㎡。借賃は、物納で３

６０㎏。期間については、令和６年３月１日から令和２６年２月２９日までの２０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員９番 浅野喜代志委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○浅野喜代志委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は賃借権設定。出し手理由は、以前親が耕作を依頼

していたため。受け手理由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率

的に利用することができるか、適当。労働力も適当。通作距離は約１㎞。農業経営の内容は、水稲、露地

野菜、転作作物の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その９を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その９を承認することに決定します。 

次に、その１０からその２０は再設定となりますので、一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１０、矢本字笠松３２０―２、５，１０７㎡。借賃は、金納で５６，１００円。期間に

ついては、令和６年３月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 
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  その１１、矢本字二反走１、７８６㎡、外 計２７筆で２６，２９２㎡。借賃は、物納で１，５７５

㎏。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

  その１２、小松字明神下９４―１、３６０㎡ 外 計１０筆で８，８８９㎡。借賃は、物納で５２５

㎏。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１３、小松字沢田前３４８―２、６，３１４㎡。借賃は、物納で３９０㎏。期間については、令

和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

  その１４、小松字沢田前３４７―２、１，８１９㎡、外 計２筆で５，８３５㎡。借賃は、物納で３６

０㎏。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１５、小松字養閑２２８―２、９４６㎡。借賃は、物納で６０㎏。期間については、令和６年３

月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１６、大塩字中沢１２０―１、６０２㎡、外 計２６筆で７，０３４㎡。借賃は、物納で３３０

㎏。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１７、大塩字新裏谷地２９―３、９７１㎡。借賃は、金納で７，３００円。期間については、令

和６年３月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

その１８、大塩字大島５４１―１、６０８㎡、外 計３筆で１，６９０㎡。借賃は、金納で１２，７

００円。期間については、令和６年３月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

その１９、大塩字新裏谷地２９―２、７，８３３㎡。借賃は、金納で８０，０００円。期間について

は、令和６年３月１日から令和１５年１２月３１日までの１０年間となります。 

その２０、上下堤字中田６７―２、４６３㎡、外 計１０筆で１１，７１９㎡。借賃は、物納で２２

６㎏。期間については、令和６年３月１日から令和９年２月２８日までの３年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１０からその２０を承認する

ことに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１０からその２０を承認することに決定します。 

  次に、所有権移転について上程いたします。 

その１を事務局より説明願います。 

 

○事務局長： その１、赤井字新舘前１９９―３、６３㎡。対価は３１，５００円。 

以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田幸男委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○本田幸男委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は、所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手理
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由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができる

か、適当。労働力も適当。通作距離約１㎞で、代金の支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲と

施設野菜、露地花き、施設花きの複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、その２からその４は関連がありますので、一括で事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その２、赤井字川前四３８２―１、９２１㎡。対価は４６０，５００円。 

  その３、赤井字川前四３８２－２、３７６㎡。対価は１８８，０００円。 

  その４、赤井字川前四３８２－４、２７５㎡。１３７，５００円。 

以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員１１番 本田幸男委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○本田幸男委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は、所有権移転。出し手理由は、規模縮小。受け手理

由は、規模拡大。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができる

か、適当。労働力も適当。通作距離約１㎞で、代金の支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、水稲と

露地野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その２からその４を承認すること

に、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その２からその４を承認することに決定します。 

  次に、その５を事務局から説明願います。 
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○事務局長： その５、川下字西沢４８―３、５２㎡、外 計２筆で２６２㎡。対価は１００，０００円。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 担当委員９番 浅野喜代志委員、聴き取り調査の報告をお願いします。 

 

○浅野喜代志委員： 報告いたします。 

  調査年月日は、令和６年２月１８日。権利の種類は、所有権移転。出し手理由は、労力不足。受け手理

由は、相手方要望。農業で自立する意欲と能力はあるかは、適当。農地を効率的に利用することができ

るか、適当。労働力も適当。通作距離約０．１㎞で、代金の支払い方法は自己資金。農業経営の内容は、

水稲と露地野菜の複合経営です。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その５を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その５を承認することに決定します。 

次に、農地中間管理事業の一括方式について上程します。 

  その１からその１２を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： 公告日は令和６年２月２９日。転貸人は、全て、宮城県農地中間管理機構 公益社団法人

みやぎ農業振興公社となります。 

その１、小松字柳田１１４―１、１７４㎡ 外 計２筆で６４３㎡。借賃は、金納で６，４３０円。

期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

  その２、小松字沢田前２８７―２、１７８㎡ 外 計２筆で５７１㎡。借賃は、金納で５，７１０円。

期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その３、矢本字二反走２６０―１、８７９㎡。借賃は、金納で１０，５４８円。期間については、令

和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その４、矢本字赤松３８４―５、１，０３９㎡ 外 計１７筆で３４，８２９㎡。借賃は、金納で３

９９，３７２円。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となり

ます。 

その５、矢本字中谷地１２８―４、５，００６㎡ 外 計５筆で１１，２２７㎡。借賃は、金納で１

３３，７３２円。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となり

ます。 

その６、小松字庚申９８―２、１，８０６㎡ 外 計３筆で２０，８９９㎡。借賃は、金納で２５０，

７８８円。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 
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その７、小松字中浮足１３、４０６㎡ 外 計３筆で１，２１８㎡。借賃は、金納で１３，３９８円。

期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その８、小松字養閑２３１―１、４，５０９㎡。借賃は、金納で５４，１０８円。期間については、

令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その９、小松字養閑２３０、１０，６００㎡ 外 計２筆で１５，２９０㎡。借賃は、金納で１８３，

４８０円。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１０、小松字中砂利田３２、１，２４５㎡ 外 計５筆で５，７９１㎡。借賃は、金納で６３，

７０１円。期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１１、小松字後埣９９―１、２，０２２㎡。借賃は、金納で２４，２６４円。期間については、

令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

その１２、赤井字新南２６、３，１２９㎡ 外 計３筆で７，９６４㎡。借賃は、物納で４８０㎏。

期間については、令和６年３月１日から令和１６年２月２８日までの１０年間となります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１からその１２を承認するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１からその１２を承認することに決定します。 

  次に、農地中間管理事業の一括方式にかかる賃借権による権利の移転を上程します。 

  それでは、その１を事務局から説明願います。 

 

○事務局長： その１、大塩字岩崎３７―１、７．１４㎡ 外 計１１筆で１０，１４９.１４㎡、借賃は

物納で６０３㎏です。期間は県公告の翌日から令和８年５月３１日までの２年間です。 

  なお、１１筆の内の４筆については、現況は換地により大塩字新本地５―１、３，０７７㎡となって

おります。 

  以上となります。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： ただちに質疑に入ります。ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。本計画その１を承認することに、ご異議ご

ざいませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 
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○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、本計画その１を承認することに決定します。 

  次に、日程第７、議案第４号 令和６年度東松島市農作業標準料金について、を上程いたします。 
  事務局より説明願います。 

 

○事務局長： 資料については、２２ページからをご覧ください。 

  令和６年度東松島市農作業標準料金について、先日、東松島市農作業標準賃金検討委員会において検

討を行っております。その意見を反映し、次のとおり見直しを行いたいということで上程させていただ

きます。 

  作業賃金について、令和５年１０月１日より宮城県の最低賃金額が８８３円から９２３円に引き上げ

られたことに伴い、以前の料金ですと下回ります。また、作業を二つに分けて、水田作業、草刈り作業

及び機械オペレータ（機械持ち込み代は別）を対象にする「一般作業」と、補助的な作業を対象にする

「軽作業」を設け、軽作業は自給９３０円、一般作業は自給１，２００円とし、１日当たりの軽作業は

７，４４０円、一般作業は９，６００円と設定しております。近隣の市町村の作業料金の状況を把握し、

先日検討委員会にて資料としてお出ししたところ、概ね一般作業は軽作業の約１．３倍の金額を設定し

ているところがほとんどでしたので、本市としても農作業を受委託する時の目安として設定するもので

す。 

  機械作業料金について、物価上昇等で受託側の経費負担が増加してきたところですが、委託者側に配

慮し料金の値上げについては慎重に扱いながら最低限にとどめてきたところであります。ただ、近隣市

町村の石巻市が全面的に改定をしておりますので、本市農業者が営農するにあたり関りが深い石巻市の

農作業標準料金との均衡を図りながら、標準料金設定の基本的な考えとしております。 

  項目の見直しも行っております。具体的には、廃止項目としまして、本市の稲わら梱包の受委託状況

を鑑み、廃止としております。 

新設等として、他市町村の状況を鑑み、「反転耕起、砕土・整地・鎮圧」を細分化し、「反転耕起」

と「砕土・整地（鎮圧）」とております。また「反転耕起」はプラウを活用した部分の設定のみとして

おりましたが、昨今の状況からスタブルカルチの利用がかなり増加していることから、反転耕起の中に

プラウとスタブルカルチの料金を設定するものでございます。 

次に、田植えについて、以前は機械植を基本設定とし、側条施肥は別途料金を加算としておりました

が、近年は側条施肥を同時に行う事例が多いことを鑑み、「機械植」と「側条施肥機械植」に細分化し

料金を設定しております。 

乾田直播について、本市における乾田直播の取り組みが増加していることを考慮し、播種前鎮圧、播

種、播種後鎮圧及び除草剤散布を細分化し、部分的な作業受委託があった場合についても一つの料金目

安として活用できるようにそれぞれの作業毎に料金を設定するものとしております。ただ、すべての作

業を委託した場合の合計金額についてはこれまでのものから石巻市との均衡を保ちながらの合計と合せ

た数字となっております。 

  これらを踏まえまして、農作業標準料金の案としまして、２４ページにございます。色掛けしてある

項目が前年度から変更しているものとなります。金額は全て色掛けしてあります。石巻市とこれまで同

額設定していた項目については、今回石巻市が料金を上げているため、本市も同額に料金を上げており

ます。また、同額設定していない項目については、石巻市の値上げ幅を参考に、同程度値上げしており

ます。 

  ２６ページ以降は、２月１４日に開催しました令和６年度東松島市農作業標準賃金検討委員会の意見

書を参考に付けております。 

  以上、審議をよろしくお願いいたします。 
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○議長（佐藤栄宏会長）： ただいまの説明について、ご質問ございませんか。 

 

○安部俊郎委員： 大崎康委員が機械作業を主にされていると思いますが、レーザーレベラーの１０ａ当

たり１０，５００円は他の地域の中ではこの程度なのですか。 

 

○事務局長： 他の地域というのは、近隣の他市町村ということですか。 

 

○安部俊郎委員： はい。石巻市はどうですか。 

 

○事務局長： 石巻市は若干値上げした結果、１０，７００円となっております。高いのは、登米市で令

和６年度は、１７，０００円に設定されています。本市は近隣の石巻市に寄せた金額としております。 

  ちなみに、石巻市の１０，７００円ですが、均平の際に天地返しが必要な場合は、１０ａ当たり５，

０００円の加算、バーチカルハローを一緒にやる場合は、さらに１０ａ当たり５，０００円の加算とい

うことで加算設定しています。本市は加算表記はしていないのですが、たまたま去年の本市料金表では

反転耕起・砕土・整地・鎮圧が１０ａ当たり１０，０００円であり、今回の石巻市の加算合計１０，００

０円と同額ということで、反転耕起と砕土・整地（鎮圧）を項目別にしました。 

 

○安部俊郎委員： すべての作業となると約２０，０００円程度になるのですね。 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 他に、ご質問ございませんか。 

 

○各委員： （「なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 質問なしと認め、採決いたします。議案第４号 令和６年度東松島市農作業

標準料金について、を原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

○各委員： （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（佐藤栄宏会長）： 異議なしと認め、議案第４号 令和６年度東松島市農作業標準料金について、

を原案のとおり承認することに決定します。 

 
 【 閉 会 】 

〇議長（佐藤栄宏会長）： 以上で本日付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、第３３回東松島市農業委員会総会を閉会といたします。 

 

 

午後２時４５分 閉会 

  




